
議 事 要 旨 記 録 票 

日 時 令和５年５月１日（月）午後４時～午後５時 

場 所 防災情報センター 

会議件名 令和５年度第１回日野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

主な議題 
新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置づけられることを受けた５月

８日以降の日野市の対応について 

参 加 者 

市長、荻原副市長、波戸副市長、教育長、議会事務局長、企画部長、総務部長、

総務部参事、市民部長、環境共生部長、まちづくり部長、産業スポーツ部長、健

康福祉部長、健康福祉部参事、子ども部長、会計管理者、教育部長、教育部参事、

市立病院院長、市立病院事務長、日野医師会会長、日野消防署警防課長、企画経

営課長、市長公室長、職員課長、健康課長、防災安全課長、総務課長 

配布資料 

レジメ 

資料１（厚生労働省通知令和５年３月３１日付） 

資料２（第８１回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

資料３（日野市新型コロナウイルス感染症対策本部 情報交換資料） 

資料４（５月８日以降の新型コロナ感染症に伴う日野市公共施設の対応について） 

資料５（新型コロナウイルス感染症に係る休暇等の取扱及び基本的感染対策等について） 

資料６（東京都発表 患者情報 令和５年４月２４日現在） 

資料７（新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況について） 

資料８（新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴う日野市立病院ホーム

ページの変更点について） 

資料９（日野市公共施設におけるマスクの着用・感染対策について） 

資料 10（新型コロナウイルス感染症対策に係る報告書について） 

結 果 

 

了承（意見なし）
 

了承（意見あり）
 

要修正・再説明
 

不承諾
 

情報共有のみ
  

主な内容 

１ 本部長から 

・新型コロナウイルスとの闘いが一つの節目を迎えようとしている。今後イン

フルエンザと同様の取り扱いとなるが感染が無くなった訳ではない。第９波も

来ると言われている。警戒もしなければならない。市として５月８日以降の対

いずれかに該当する場合は「主な内容」欄に

意見要旨を記載 



応について協議を行う。 

 

２ ５月８日以降の国・都の対応（資料１・資料２） 

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の基本的感染対策の

考え方について。 

・現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から 

・今後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたも

の」に大きく変わる。 

 

３ 今後の日野市の対応（資料３・資料４・資料５） 

①今後の体制について 

・新型インフルエンザ特別措置法に基づき、国と都の新型コロナウイルス感染

症対策本部が廃止される。 

・これに伴い「日野市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、５月７

日付けで市の対策本部を廃止する。今後は感染状況等に応じて関係機関と連携

し、感染対策等について協議を行う。 

②各部から 

・５月８日以降の対応について、マスク着用の取り扱い同様、適宜判断を行う。

感染拡大傾向がみられた場合は改めて感染対策等を検討することとする。 

・感染症対策は個人又は所属の判断とする。 

・日野市立病院、日野市医師会、日野消防署からも現状報告あり。 

③日野市公共施設におけるマスクの着用・感染対策について（資料９） 

・３月９日に日野市公共施設におけるマスクの着用に関する方向性の通知を

庁内に発出した。この通知の適用期間が５月７日までとなっているため、５月

８日以降の方向性に関する通知を発出する。 

・５月８日以降は、これまでと同様にマスクの着用は個人の主体的な判断であ

ることを原則として、感染対策については各課の業務の特性や場面に応じて適

宜判断をしていくこととする。 

 

４ 日野市の取組に関する報告書について（資料１０） 

・令和２年１月から現在に至るまでの感染対策の取組みを報告書にまとめる。

令和５年６月頃公表予定。 

作 成 者 総務課 林 

 


